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S.G.ハ ウの 白痴論 にお け る社 会改 革構 想

1848年 白痴 論 か ら一

中 村 満 紀 男*

I は じめ に

19世紀 中葉のアメリカ合衆国で白痴学校の設立が計画

され,1850年 代までに6校 設立された1).白 痴学校は,

重度な障害児である白痴の教育を目的とした教育施設 で

あったが,ま もな く保護を目的とする収容施設 に変った

という2)―盲児 と聾児が救貧授産的教育を うけているに

す ぎなか った当時において,救 貧政策の枠組のなかで白

痴学校はいかな る設立の意義が与えられたのか,そ して

なぜ変質 してしま うのかは極めて関心ある問題である.

 これ まで検討の対象 となってきたのは,白 痴学校の設

立が最も早 く計画され,マ サチューセッツ州立白痴学校

(The Massachusetts School for Idiotic and Feeble-

Minded Youth, 1850年10月 設立)と して結実 した運動

であった.こ の白痴学校 は,他 州の白痴学校のモデル と

な り,ア メ リカが白痴教育の最も盛んな国になるうえで

指導的な役割を果 した。この白痴学校設立計画の中心 と

な り,州 立白痴学校 の総長(general superintendent)

を終生勤めたのがパーキンス盲院(The Perkins Insti

 tution and Massachusetts Asylum for the Blind)

校長S. G.ハ ウ(Samuel Gridlеy Howe 1801―76)

であった.彼 は46年5月 に州当局か ら州内白痴 の実態調

査を委託され,47年3月 に中間 報告3)を, 48年2月に 最

終報告4)を 州知 事に報告した.こ れ ら仁報告,と りわけ

48年 最終報告は,白 痴学校設立に対す る州の関与を求め

るうえで大 きな説得力をもっていたのである.

 このような重要な役割を果したハウの思想や活動は,

従来か ら注目されてきた5),6),7),8).しか し本研究で彼の

48年 白痴論9)を あ らためてとりあげるのは,最 終報告提

出(48年2月)お よび州費による実験学校の設置(48年

10月)に よって,48年 に重要性を認めるか らだけではな

い.48年 白痴論は,白 痴学校の変質化研究の出発点 であ

るとともに,彼 の障害児処遇論に対 して新 しい思想的意
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味を付与す ると思われるか らである.本 研究の基本的立

場について,先 行研究における問題点の指摘を通 して次

に示 したい.ま ず第一に資料の問題性である.ハ ウは最

終報告(48年2月)の ほかに,同 様 に白痴を扱った論文

「白痴の原 因と予防」(Causes and Prevention of

 Idiocy)を48年6月 に発表 している.従 来 は,実 態調査

の結果 および白痴論全般を扱 った最終報告のみがとりあ

げ られ,白 痴 の問題に対する彼の基本的な問題意識をの

べた,彼 の白痴論を研究する際の不可欠な資料である48

年6月 論文は,殆 んど分析されていない.

次に,先 行研究におけるハウの白痴処遇改善運動に対

す る理解や評価 の問題性 である。その第一 としての彼の

活動に対す る人道主義的,博 愛的理解は,悲 惨な獣的状

態に放置された白痴を,教 育的救済を行 った点に1ついて

のみ一面的,表 面的に評価 しがちであって,彼 を教育的

救済に駆 りたてた翼の要素を探 りあてていな い の で あ

る"そ の第二 としての彼 の白痴の教育をうける権利論に

関す る高い評価は,彼 の権利論を最終報告か ら部分的に

抽出し,理 念的 レベルのみで理解しているのであって,

権利論の社会的背景を考慮 に入 れていない。 これ らの部

分的,理 念的理解や評価は,彼 の活動や主張を人道主義

や博愛,あ るいは思想的進歩性に還元するにすぎず,結

局,19世 紀中葉における歴史的現実を無視 し,彼 の活動

や主張 に対する肯定的追認に陥 るのみである.

そこで本研究では,最 終報告および48年6月 論文に:つ

いて以下の視点か ら実体的に分析することによって,ハ

ウの白痴処遇改善運動が真に目ざした社会的意図は何で

あるのか,そ の意図 に対 し彼の思想はいかなる役割を果

したのか,社 会的背景との関わりは何か,を 明 らかにし

たいと考える.以 上の結果は,彼 の人 道主義 ・博愛:およ

び権利論に対 しても新 しい意味づけを与 えることになろ

う.1.ハウ が白痴 にみたのは,入 間として最低の状態

にある獣的な存在としての悲惨さだけなのであろうか.

それだけでない とすれば,彼 は白痴に何を認 識 し た の

か.2.そ の認識によって,彼 は白痴にいかなる関心を
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抱いたのか.3.白 痴に対する彼の関心は,白 痴実態調

査にいか なる意図を与えたか.4.こ の調査によって何

が明 らか にされたのか.5.調 査結果 に基づいて
,彼 は

白痴救済を どのように考えたか.ま たいかなる立場か ら

白痴救済 にいか なる社会的意義を与えたか.

II白 痴 存 在に 対す るハ ウの危 機意識

ハ ウを長 とす る白痴実態調査委 員会が州か ら法的 に求

め られた職務は,次 のことにす ぎなかった.「 マサチュ

ーセッツ州内にいる白痴の状態を調査 し
,そ の数と彼 ら

のために何かできることがないか とを確かめ」,そ れを

州立法部 に報告す ること10)し か し彼が実施 した調査を

検討す る時,彼 は州が求めた職務以外の意図を調査 にこ

めていたように思われる.こ れ は次の事情か ら推測 され

る.1.白 痴が示す非人間的で悲惨な獣的状態は,1830

年代以降,経 験的にはす でに周知の事実 で あ っ た11).

2.彼 は多忙な社会活動 にもかかわ らず,州 内約百町で

足かけ2年 を費して馬車に よる困難な調査を完 了した.

(5)12).3.実 態調査に用いた方法は,彼 が新 しく開発 し

たもので,科 学的 であったが,多 くの人手と時間を要 し

た.こ うしてみると,彼 の調査は,従 来考えられてきた

ように白痴処遇}ておける悲惨な現実をただ精確に浮彫 り

に し,白 痴教育の根拠とす ることだけを目ざしたのでは

な く,そ れ以上の一層重要な意図を含んでいるとみ られ

るのである.こ の 「意図」の解明は,彼 がなにゆえに白

痴処遇改善問題 に対 して全力を傾けたのか,ま たその問

題を解決するために,学 校を設立 して白痴を教育 しよう

としたのかとい う理由を明 らかにすることと密接な関係

があろ う.

そこで白痴存在を通 してハ ウが何を認識したのかをま

ず明 らかにしたい.彼 は困難な調査の結果,州 内の 白痴

数 は少な くとも1,200人 以上いると推定 した(6～7).

この白痴数 は,州 当局が従来 確認していた377人(6)に

比べ数倍多か ったか ら,彼 自身,こ の結果に対して 「恐

ろしい」,「信 じられない」(6)数 とうけとめ,「 衝撃」

をうけたのであった(4).彼 におけるこれ らの印象は,

悲惨な白痴が予測以上に多か ったことか ら生 じたのであ

ろうか.そ うではなかろう.彼 の 「衝撃」は,非 人間的

な状態におかれた白痴が社会的に孤立 した存 在 で は な

く,他 の類似的存在 と連続性をもっていることを彼が認

識 したか ら生 じたにほかな らないとみ られ る.白 痴は,

彼の認識 では,健 康で自立 した社会生活を営めないばか

りか,広 く社会に害悪を与える存在や要素である 「社会

的害悪(social evils)」として考え られていたのである.

しか も白痴 は,社 会的害悪の単なる一環 ではな く,そ の

最 も典型的,象 徴的な存在 として彼 は理解 したと思われ

るのである.彼 は,白 痴と社会的害悪 とを次のように関

連づける,「 コミュ テ ィが至 る所で遭遇す るあらゆる

形の貧困,欠 陥(infirmity),堕 落,犯 罪(な どのあらゆ

る社会的害悪の一つ一つ一引用者,以 下同 じ)を ここで

調査 したり,熟 考 した りす る余裕はない.そ こでわれわ

れは白痴 というただ一つの形のみを示唆す る.」1a)(315).

従来言及され ることはなか ったが,彼 は白痴のみを問題

の対象と考えたのではなか った.白 痴の背後に いる巨大

な社会的害悪を彼は意識していたのである.

ところで,ハ ウが 白痴を社会的害悪の典型ないし象徴

とい う時,彼 はいかな る意味でそのようにとらえたので

あろうか.第 一に白痴の示す状態であると思われ る.彼

は次のように最 も非人間的な生存状況を示す白痴を,諸

々の社会的害悪14)の最底辺に存在するものとして位置づ

けた。 「極めて衝撃的で不快な人間の苦 しみ と 堕 落」

(60).白 痴が 「溺れ る動物的不潔の泥沼」(53).「 仲間

によって捨て られ……決 して自分か らは人間性とい う台

に上 ることができない……不幸(で)… …すべての人のな

か で最もみ じめな人 」(53).こ の ように彼 は,人 間 とし

て最 も低次の状態にある白痴に,社 会的害悪を代表させ

たといえよう.第 二の典型 としての意味は発生原因 であ

ると考えられ る.彼 が,社 会的害悪の発生原因の一つと

考えた病的傾向遺伝の法則(the law of the hereditary

 transmission of morbid and vicious tendencies,後

述)に ついて,「 白痴の事例ほどその理論的正 しさをか

くも十分に示 している」ものはないと彼は考 え て い た

(329).第 三の典型としての意味は救済の意義をあげた

い.白 痴の存在は,「 社会が到達で きる文明の完全さに

近づ く前には,な おも進歩しなければな らない広大な空

間があるということの,多 くの証拠の一つなのである.」

(55～6)と 彼 はい う.

こうしてハウが白痴に二関心をもったのは,従 来主張さ

れて きたように,単 に白痴が悲惨な状態にあるか らでは

なく,ま た彼 らが教育によって救済され るか ら で も な

い.そ うではな く,彼 にとって白痴の第一義とは,健 全

な社会に日常的に害悪を及ぼ す存在 としての社会的害悪

の典型"象 徴 にあったのである.こ れが 白痴の存在に彼

が深い関心を寄せた真の理由である.本 来,彼 における

究極的な関心 ある対象は社会的害悪であった.そ こで次

に,彼 が社会的害悪に対 して,い かなる関心 を抱いたの

かを明らかにしてみよう.彼 の第一の関心は,社 会的害

悪の数が多数にのぼるという問題であったと思われ る.

彼はまず,予 測以上に多数いた白痴について,州 内で千

人以上の無力な白痴がいるのだか ら,ア メ リカ全体では
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どの位多数になるかと驚 く(312).さ らに二社会的害悪に

ついて,彼 は次のようにのべ る.社 会的害悪はすべて被

救恤 貧民(pauper)で ある.大 群をなす彼 ら 「全部が一

緒になれ ば大勢になる.全 人 舞に対する彼 らの割合は恐

ろしいほど多」い(56).こ こで彼は,社 会的害悪がつね

に貧困であるためOL,彼 らの数の多さは各州に対 して財

政的負担を増大させることを示唆 していると思われ る.

しか し彼が この経済的問題以上に重視 したのは,社 会的

害悪 の迫徳的悪影響であったとみ られ る。第仁の関心で

あ る,健 全な人々に対す る社会的害悪の道徳的悪影響が

それである.彼 らが及ぼす悪影響は,財 政的負担の問題

よりも,「もっと恐 ろしい形」(312),す なわち 「道徳的

害悪(52),「 道徳的ペス ト」(312)と して現われ ると

彼は考えた.彼 によれば,「 無知,不 節制,犯 罪,獣

性,下 劣,野 卑」といった社会的害悪は一層 悪 い こ と

に,「すべてわれわれの周甥,わ れわれの真只中にあ」っ

て伝染するのである(312)ー その上,社 会的害悪に対 し

ては 「防疫線は一つ もない」(傍 点は原文イタ リック.

以下同 じ)し,そ の害悪 を検疫す ることはできず,ホ ス

ピタルに入れて締 出す こともできない(35,313)と い

うのである。ここでハウが洞察し,か つ恐れ たのは,貧

困な社会的善悪が財政的問題単独ではな く,必 ず道徳的

悪影響を併せもつ複合的な形で,社 会における健全な部

分に侵入 してくることであったとみ られ る.

しか し第三に,社 会的害悪に関してハ ウが最 も懸念を

抱いたのは,ア メリカの ヨーロッパ先進 国化であったと

思われる.す なわち,現 在は比較的健全な状態にある労

働者,小 作人,奴 隷などの社会下層全体 に,社 会的害悪

がはび こり,拡 大 し,そ れによって生ず る社会秩序と調

和の破壊であ った.彼 が 「社会における妨 げ る 」

(309)と して社会的害悪を指摘するのは,そ のような意

味 であると考え られ る.彼 の眼には,マ サチューセッツ

州は今や,他 の 「世界の一流国」とともに,社 会的害悪

の存在が示唆する 「過去の警告,未 来の脅威を顧みはじ

め」(311)ざるをえない社会状況に直面 しはじめていると

みえたのである.第 四にあげるべきハ ウの関心は,社 会

的害悪が道徳的悪影響を及ぼす範囲に子どもが含まれる

ようになったことである.彼 にとって近隣における社会

的害悪の存在は,「 われわれの子どもが呼吸するまさに

空気を毒するのである」(35,313).ま た子 どもが近隣

の 白痴をあざけり,い じめたりすることは,実 際にはそ

の子どもこそ,「 一層 重大で継続的な害悪」IS)を白痴か

らうけるのであると彼は理解した(52,314).

ハウ の関心 として第五に考えられるのは,工場経営 者

や奴隷所有.者な どか らなる社会上層でさえ,社 会的害悪

の侵入か ら安全ではありえない点であった.彼 の観察に

よれば,社 会上層の大人に対 しては健康な生活か らの逸

脱によって,社 会的害悪に転落す る道はつねに腿かれて

いたのである(324).上 属子弟の場合 も例外ではなかっ

た.例 えば社会下層か ら採用され る召使が,上 層子女に

白痴的になるような悪習(手 淫)を 教え こむ ことによっ

て,社 会的害悪 は,上 層 子弟に も確実に侵入 して くると

いうのである(35,313).彼 は,社 会的害悪の社会上層

への侵蝕 を直視す ることによって,「 人類全体の完全な

堕落の危険」(60)を 感 じたのである.こ れは彼にとっ

ては,恐 ろしい認識であったと思われ る.

上述 した社会的害悪に対するハ ウの関心が示唆してい

るように,彼 の関心は,貧 困である社会的害悪の発生 と

拡大に関わる社会状況によって育 まれ ているがゆえに,

ここで19世紀中葉アメリカの社会状況にふれなけれ ばな

らない.19一世紀中葉アメ リカは,脆 弱さをは らみなが ら

も産業資本が 目覚ましく発達 した時期であったが,さ ま

ざまな社会問題が顕在化した時期で もあった,工 場都市

が形成 され急激に拡大 した.こ こに都市への人口 集中と

農民層の分解が生じた、19世 紀初頭以降の大規模な恐慌

は都市 に無度層を形成 した.他 方 で,よ り安価な労働力

としての外 国移民が求め られてきたが,40年 代 における

移民 の多 くは,ア イル ランド出身の無教育な非熟練労働

者であった.彼 らは西部へ移住することな く都市にとど

まった。また安価な労働力に対する資本の要求 は,長 時

間.低 賃金の苛酷な労働 条件 と婦人 児童労 働を生んで

い った.そ れに対して未熟な労働側は,こ のような劣悪

な労働条件を改善するのに十分な力量 をもっていなかっ

た.19世 紀中葉には,こ うして雷の蓄積と近代的貧困が

構造的に生じたのである.

ハウが 白痴処遇改善問題に取 り組 んだ19世 紀中葉のア

メ リカでは,社 会的害悪の発生 と彼 らの悪影響の波及を

促進する社会状況が十分備っていたし,何 よりこのこと

を彼は明確に認識 していたのである(後 述).社 会的害

悪に対す る関心は,そ の内容と彼の時代認識 か ら み る

と,ま さに危機意識といいか えてよい.こ の危機意識 こ

そ,彼 に画期的な実態調査を工夫させ,困 難な調査実施

を完遂させた最も基本的な要素 であった と考 えられる.

ところでハ ウは,彼 が抱いていたと思われ る危機意識

に基づ く実態調査によって,徳 を明 らかに しようとした

のであろうか.白 痴の実態把握 とい う表面的な意図に隠

れ た彼の真な る意図がここで解明されなけれ ば な ら な

い.実 態調査における彼の当面 の意図は,白 痴 の 「性 質

と範囲」と白痴の及ぼす 「害悪 の源」(4)を 十分把握

することであった。彼の次の意図は,白 痴の及ぼす害悪
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を除 き,白 痴の再発を防 ぐ方法,す なわち白痴発生に対

す る予防法 の発見であった.従 って,「 外的な積弊を削

除す るだけで,そ の邪悪な源を組織に とど め て お く」

(3)よ うな対症療法的な白痴救済は,予 防法の解明に

つなが らないか ら彼 にとっては避けなければな らなかっ

た.彼 のこのような意図 を満足させ るには,救 貧対象白

痴に対する従来の行政ルー トに よる紙上調査は無力であ

り(5),事 実と観察を重視 する(57),萩 しく科学的な

調査方法の工夫が必要であった.彼 が開発した方法は,

救貧対象 と否 とを問わず,発 見 しうるすべての白痴を,

調査委員(ハウ)ま たは代理(Enos Stevens)が でき

る限り直接訪問し,一 定の観察 と測定 を白痴に,一 定の

質問 を養育者 に行い,そ の結果を数量化することであっ

た.こ の調査方法 と結果処理によって,彼 は白痴の実態

を示す40項 目についての 「事実を集積」(8)し た.こ

うして白痴の実態分析か ら彼が解明 した白痴の発生原因

および予防法は,社 会的害 悪に対する彼の危機意識か ら

明 らかな ように白痴に限定することな く,「 次第に一般

法則 を演繹」(8)す ること一社会的害悪全般の発生原

賑および予防法一 に適用 された.白 痴実態調査における

ハ ウの隠れた翼の意図 こそ,社 会的害悪全般 に迫用でき

る発生原因および予防法の解明であったと考えられる.

従来 の研究は,ハ ウが提起 した白痴の処遇 改 善 運 動

を,人 道主義的,博 愛的運動 として,あ るいは権利とし

ての教育的救済 として高 く評価す るのみで,彼 の活動の

背景を探 ることがなかった.し か しここで明 らか となっ

たよ うに,彼 の本来の関心は,19世 紀中葉アメリカの社

会状況が生みだした社会的害悪 なのであり,白 痴に対す

る彼の関心は,彼 らの悲惨な状態と,白 痴が社会的害悪

の典型であり象徴 であることにあった.従 って,白 痴に

対する彼の実態調査は,従 来主張 されてきたように白痴

の発生原因究明や 白痴教育の正当性の主張に と ど ま ら

ず,社 会的害悪 の発生原西の究明 こそ究極的に求めてい

たのである.彼 が実態調査実施にお いて困難を厭わず,

また科学的態度 を堅持 し続 けたのは,白 痴の発生原因を

彼が危機意識をもつ巨大な社会的害悪に適用することに

ついて,当 初か ら念頭においていたか らであ ると考え ら

れる.

III　社 会的 害 悪の発 生原 因 解明 と改 革 の提起

ハ ウが実態調査を通 じてまず解明しようとしたのは白

痴の発生原因であった.こ の原因説は当然な ことに,社

会的害悪にもそのまま適用され,彼 らの発生予防法を示

す はずであった.は じめに白痴を発生させ る直接的原因

をとりあげよう.彼 にとって白痴発生の理 由は難 問であ

った.な ぜな ら,人間 が本来,神 の形に似せ て 創 造 さ

れた(314)よ うに,白 痴に も同様のことがいえる(4,

16)に もかかわらず,現 実の白痴の姿は獣に近い状態を

示 していたか らである.し か もこの人間として最低 の存

在が,最 先進諸国に共通 してみ られたのである.し か し

彼は,白 痴が「 あらゆる文明国」にいることを直視 し,

彼 らの存在を 「偶然のでき事ではない」と考えた(57).

いいか えれば,白 痴の存在 とその発生原因には一定の関

係があることを,彼 はまず理解 したのである とみ られ

る.そ こで彼が原因解明にあたって頼 ったのは,白 痴の

実態調査結果であった.

ハ ウは白痴の実態を考察するに際して,仁 つ の 「真

理工 すなわち原則を設定 した。第一の 「真理」は,彼

の白痴研究における思考の出発点とな った,「 人間の知

的,道 徳的状態は,本 来主に身体的組織の構造と状態に

よっている」16)(311)と の骨相学(phrenology)的 見解

であった.そ こで彼は,白 痴の身体的状態を40項 目にわ

たって調査した.当 然のことなが ら,彼 らの身体的状態

は極度の低下を示 していた.第 仁の 「真理」は心身にお

ける病的傾向の迫伝法則による子孫への伝達 で あ っ た

(57,59,60,328).そ こで彼は直接の調査対象である

白痴だけでな く,彼 らの親 までさかのほ ってその身体的

状態を追求 したのである.こ れは新 しい発想 であった.

彼の調査結果は,心 身が極めて低い状態にあるのは白痴

だけでな く,彼 らの親や家族 もまた類似の状態にあるこ

とを示 したのである.調 査した白痴の10人 に8人 は悪い

家系(wretched stock)の 生まれであ り(316).彼 らの

家系には 「信 じられないような極度の身体的状態の低下

と知的,道 徳的暗黒がみられ」(4)た のである.彼 は

調査か ら以上の ような事実をえて,次 の結論を下 した.

「親の体質における器質的弱さ,あ るいは欠陥の結果 と

して白痴的な子どもが生まれる」(329)。 この結果,白

痴の発生は,親 の極度に低い身体的状態が子に遺伝す る

ことによることを彼 はつきとめたのである.

さて,白 痴を発生す るような身体的状態の低下はなぜ

出現するのか.ハ ウはここで骨相学に従 って 自 然 法 則

(the natural laws)概 念を導入 した.こ れは彼にとっ

て問題に迫る最 も基本的な概念であったといえよう.彼

は白然法則を,「 健康の法則」(the law of health)

(325),「 生理学の法則」(the law of physiology)

(312),「 生活 と徳行の法則」(the law of life and

 morality .)(58)と もいいかえているが,こ れは心身の

健康維持のためのいわば生活規範一調和的で適切な心身

の使用と栄養,そ して節制した生活 の維持一 とい え よ

う.彼 によれば,自 然法則に従った日常生活を送 らなけ
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れば,自 然法則に背反 したことにな り,身 体的状態が低

下するとい うのであった.こ うして白痴の発生は,親 に

おける自然法則への数多 くの頻繁 で極度な背反によって

生 じた著 しい身体的状態の低下と,そ れが子孫に遺伝さ

れた結果であると彼は理解 した.

ハウが白痴の発生原照ないし発生過程を科学的に解明

しようとしたことは明 らかであった.そ れゆえに彼は,

白痴発生に関する単純な神(天)罰 論を明確 に 否 定 し

た.「 白痴の存在 は摂理の特別な天意ではない.そ う考

えることは天帝への侮辱 」(57)で あり,「 不信心な こ

と」(4)で あると.彼 は単純な神罰論を克服 したが,

しか し宗教的論理 まで放棄 したのではなかった.む しろ

彼 は,自 然法則背反説の正当性を論証 し,身 体的状態の

低下の改善必要性を強調するためには,積 極的かつ巧み

に宗教的論理を活用 した.彼 によれば,自 然法則への背

反による心身状態の低下は,「 神の慈悲深い定め(自 然

法則)に 対 し,神 の子が従順になるように戻すために送

られた懲罰 」(55)な のである,し か もこの神の懲罰は,

背反者の意志や状態にかかわ らず,例 外は存在せず確実

に行われるとい う(59,323,328).最 も極端な形での神の

懲罰は,生 殖不能とい う決定的な罰を与えることによっ

て,入 間の全体的な堕落(80),人 類の完全な堕落(321)

を防 ぐのであると彼 は考えた.こ うして彼は白痴の存在

に対し,自 然法則に関連づ けて次の意義を与えた.心 身

における自然法則からの極端な逸脱を示す白 痴 が存 在

し,彼 らが社会に重荷を負わせてい るのは,人 々に 「自

然法則を発見させ,従 わせ 」(315～6)よ うとの神の意

図である.白 痴の発生は 「自然法則の背反の結果にす ぎ

ない.そ れは単純であり,明 らかであ り,美 しいほどで

ある」(57)と.

ハウは 自明な ことに,白 痴発生原因説を社会的害悪に

適用 し,彼 らの知的道徳的能力の発達を妨 げ る 原因 を

白痴 と同一の原因に求めて,次 のように一 般 化 し た.

「病的な親か ら健康な子ども」が生まれ ることはない と

(329).従 って社会的害悪の存在は,「 自然法則につい

てのひどい無知であり,あ か らさまな背反」の結果であ

る(56)と いうのが彼の主張であった.彼 によれば,社

会的害悪の場合は,背 反の程度が白痴ほど極端でないに

すぎないのである.し かし彼の問題意識に1とって一層重

要なことは,自 然法則の背反は白痴と社会的害悪 に特有

ではない ことであったとみ られ る.貧 しいが一応仕事を

もって働いてい る人民が低い身体的状態に あ る の は,

「大部分はその恐ろしい結果を無視 して犯された,色 々

な種類の過度な不節制の結果」(316),す なわち自然法

則への背反によるためであると彼は考えた.さ らに自然

法則への背反は,社 会土層 さえ例外ではない ことを彼は

知 った.こ うして白痴を最底辺とし,社 会的害悪か ら社

会下層,そ して上層へ と広が っていた身体的状態の低下

を,彼 は目然法則への背反とい う共通の原 因に よって解

釈 しようとした.こ こで彼が解明 したのは,白 痴 と社会

的害悪の直接的発生原 因と称すべきものであった.し か

し彼は原因追求 の手をゆるめることな く,直 接的原因を

生みだす社会状況,す なわち基本的発生原因 の解明に迫

っていったのである.

そ こでハ ウはまず賢明にも,自 然法則に対 す る日 常

的,常 習的背反者である白痴と社会的害悪の周辺―社会

下層―の生活状態に注目した.彼 がみた社会下層の生活

状態は,昼 夜に及ぶ長時 間労働,疲 れることのない機械

に合わせた労働形態,婦 女子に対する苛酷な労働,そ し

て劣悪な労働環境(319),低 賃銀 と乏 しく不 十 分 な 食

事(79)に 要約 された.彼 は以上のような状 態 を 一 種

の虐待 として 「疑いえない事実 」とみていた の で あ る

(319).さ らに年少者 さえアルコールとタバコを摂取 し

ていた.彼 には社会下層 における生活全体が,自 然法則

に背反 しているとみえたであろう,皮 肉な ことにこのよ

うな生活状態は,世 界で最 も繁栄 した国イギ リスで典型

なのであると彼 は指摘した(320～1).し か しアメ リカ

自身 も類似の状況にあることを彼は明確に把握 していた

(後述).こ うして両国における社会下層の生 活 観 察 か

ら,彼 は社会下層が社会的経済的条件 に規定された,自

然法則 に背反せざるをえない生活状態におかれているこ

とを理解 した.そ こで彼の次の段階は,社 会下層が背反

せざるをえない生活状態を作りだ してい る社会的経済的

条件 とは何かを明 らかにす ることであった.こ れは,社

会的害悪 の基本的発生原因 と称 されるべ きであった。

基本的原因のなかでハ ウがまず とりあげたのは貧困で

あった.過 度の不節制は自然法則に対す る明白な背反 で

あるが,そ れが最貧困 層にみ られ ることを彼は熟知 して

いた(316).ま た貧困は無知と一体不可分であることを

も彼は洞察 して,過 度 な不節制は 「無知の結果 である"

この無知 は極度 の貧困の殆んど避けがたい結果である」

と指摘する(316).貧困 と無知にある人々に とって,心

身の健康維持に必要な生理学の知識を考 えるほど余裕が

ないのは当然である(312)と して,彼 は社会下層につ

いて,「 彼 らは無知のまま,あ るいは(貧 困に基づ く)

極度の必要か ら(自 然法則背反 とい う)罪 を 犯 し て い

る」 とみ る(325).

ハ ウは,白 痴 と社会的害悪 の発生原因に関 す る 考 察

で,す でにのべ た単純な神罰論 とともに,注 目すべきこ

とに貧困と無知を指摘す ることによって原 因発生におけ

16



ハ ウの白痴論における社会改革構想　 17

る個人責任論を否定 したといってよい.プ ロテスタン ト

倫理の強固な風土 にもかかわ らず,彼 の個人責任論への

否定を一層明確にしたのが,社 会制度(social institu

tions)批 判であった.彼 のい う社会制度 とは,工 場制 と

奴隷制,貧 民救済機関としての救貧院(poorhouse or

 almshouse),刑 罰機関としての監獄(jail or prison)

である.

ハ ウの社会制度 に対する注 目のなかで最 も重 要 な の

は,貧困 と無知を社会的に生産 している社会制度,す な

わち工場制 と奴隷制 についての評価であった.す でにの

べた社会下層の生活状態を作 りだしているのは,こ の二

つの社会制度であることを彼は理解 していた.彼 は工場

制と奴隷制の機能について,次 のように評価している.

この二つの制度は,社 会下層を 「獣的にし,道 徳的白痴

にす ることに役立って」おり,「堕落,愚 鈍,犯 罪を生」

み,「 人間の身体 と魂を確実に使い尽 し,破 壊 す る」

(320).ま たその制度は,社 会下層を進歩させる 「時間

と機会」 を与えないか ら,実 際には彼 らを獣の レベルに

抑えつけてい ると(317).そ の結果,社 会制度は,「 人

の可能性の生夫的不平等」を 「発達 と享受の手段におい

て怪物的相異」へと増大させて しまう.「 しかも社会制

度が妨げてい る諸発達に必要な 「時間 と手段」の享受 は

社会下層 の 「生得権(the birth right)」 な の で あ る

(309).こ れがハウの分析であった.ま ことに根本的な

批判であ り,そ れ はなお次に続 くのである.

反奴隷制論者ハウが南部奴隷制を糾弾す る(317～9)

のは当然であるが,北 部工場制をも奴隷制 と共通の視点

一 「労働と楽 しい生活の不正な配分」(319)一 か ら根本

的な批判を加えてい るのは注目される.彼 はこの二つの

制度が,大 多数の人 々を酷使する反面,少 数 の 金 持 に

「富 と贅沢の 不必要な増大」(319)を 促進するとい う根

本的矛盾をよ く理解 していたといえよう.こ うして社会

下層を救貧院と監獄に確実かつ必然的に入れる訓練をし

ている(314)工 場制 と奴隷制は,「 根本的な悪 」 であ

り,「 人類の大いなる堕落と道徳的,知 的白痴の高頻度

をひきおこし」た(321)と 彼はきめつけた。

ところで別の社会制度である救貧院 と監獄 は,す でに

社会的害悪に陥 った者 に対し,彼 らの状態を改善する機

能を果すはず であ るが,ハ ウはどう評価 した で あ ろ う

か.救 貧院は,「 故意の残酷さ(虐 待)あ る い は 不 親

切」 とい う扱い よりも,白 痴の「 真の状態と欲求につい

ての最 も悲しむべ き無知 」(25)に よって,ま た 監 獄

は,身 体と魂に対す る鞭と欠乏 という罰(310)によ っ

て,救 済どころか彼 らを一層堕落させている.こ のよう

な機能を果す ことによって.救 貧院と監獄は・社会制度

の最後の部分を完結させている.こ の結果,社 会制度全

体が殆んど必然的に知的,道 徳的白痴に至 るような恐ろ

しいほどの身体的堕落を作 りだしている(310).こ れが

社会制度全体に対す る,彼 の厳 しい評価であった.白 痴

と社会的害悪における彼 の発生原因究明は,ま ず直接的

原因である自然法則への背反を明 らかに し,次に 社会下

層を背反に追いや る状況を生みだす社会的経済的条件を

基本的原因としてハ ウにもた らしたのである.と くに基

本的原因は,彼 が改革を構想 してい くうえで重要な鍵と

すべきであった.

発生原霞が明 らか となった段階で,ハ ウは社会的害悪

の処遇 をどのよ うに考えたのであろうか.彼 は「社会を

妨げる要素」としての社会的害悪を,社 会か ら 「一掃 し

なければな らない」と考えた.し かし現実問 題 と し て

は,「 物理的に一掃 」することは不可能であると彼は理

解 した(309).あ るいは彼 らを 「遠ざけようと,隔 離さ

せようと,監 獄や救貧院の中に閉込め ようと,少 な くと

も社会か らの追放者 として扱おうと」絶えず努めること

は,「 全く無駄である」(56)と も彼は悟 った.社 会的

害悪 よりは上位に位 置し,そ の予備軍 となっている社会

下層についても,彼 は社会か らの追放を次のように否定

した,病 気あるいは癌になった手足とは違って,「 人民

を切断す ることはできない.」 なぜな ら人民は,「社会の

主要部(social body)」(312)で あるか ら.こ こで人民

は社会下層 と同義とみてよい.興 味あるのは,彼 の態度

のニュ アンスが社会的害悪 プロパ-と その予備軍である

社会下層とでは異っていたことである17).

社会か ら特定の階層やその一部の排除 ・隔離を放棄し

たことは,ハ ウにとって社会の現状に対する改革の提起

を意味した.そ こで彼は,教 会各層が岡一社会で生活す

ることをむ しろ積極的に意味づけた.「 人間は個人的存

在 であると同時に,社 会的存在である…….神 は人間を

結 びつけてきたか ら,彼 らは離ればなれになることはで

きないのである」(55～6).、さらに彼は,各 階層すべてが

構成員として生活す る社会を,「 単一体(unit)」 という

概念によって真理にまで高めた.「 各世紀 の経験は,社

会が単一体であるとい う真理を,絶 えず増大する力で痛

切に感じさせて きてい る」(312).単 一体としての社会

実現のために,彼 はまず社会的害悪を改革す る必要があ

った.彼 には彼 らは恐ろしい重荷であると同時に,社 会

進歩にとって重大な弱点になると思えた(312).単 一体

としての社会実現 は,と りもなおさず社会進歩の実現で

あったか ら,熱 心に進歩を奉 じていた彼は,社 会的害悪

の改革を社会進歩と関連づけて次のように意義づ けた.

社会の初期には足げにされ,後 に放置されて滅びるに任

17
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されている人々のための向上 と保護による人間性への尊

重ほど,文 明における 「進歩の程度を正 しく試す ものは

ない」(308).

社会的害悪の改革 についてハウはまた,彼 らの 「治癒

は根本的(radical)」 に行われなければな らないことを

強調 した(312).彼 が提起 した根本的改革を,彼 の発生

原因説 とあわせみ る時,「 根本的」の意味 は,改 革対象

と改革の在 り方を示 していた といえるだろ う.す でにの

べたように,彼 は社会的害悪を直接発生 させる自然法則

への背反は,社 会下層を中心に生 じがちであり,ま た背

反せざるをえない状況が社会制度によって作 りだ されて

い ることを明確に認識 していた.従 って改革対象は,白

痴 と社会的害 悪が今 溺れており,社 会下層が脅か されて

い る自然法則への背反だけではなく,彼 らを背反へ追い

こむ状況を作る社会制度 も含 まれた と思われる.こ れは

改革の在 り方を示す ことになるはずである.す なわち,

彼の改革は,白 痴を最底辺とする社会的害悪の一つ一つ

に対する対症療法的,部 分的改革ではな く,根 本的,全

体的改革を意図 したと思われ る.こ こで初めて彼の改革

は,社 会改革を提起した といってよい.

Ⅳ 改 良主 義的 社会 改革 の構 想

ハ ウは,社 会的害悪 の発生原因として,直 接的原因一

自然法則背反と遺伝,そ して基本的原因一背反状況を作

りだす社会的経済的条件,と を示した.彼 にとって次の

毅階は,こ の原因論に基づいていかな る改革を構想する

かであった.そ こで彼の構想をまず検討し,そ のなかか

ら彼の基本的立場を探ってみたい.

ハウにおいては改革の方向はすでに,彼 の二つの原因

論が明示していたといってよい.ま ず直接的原因である

自然法則背反 ・遺伝説が,社 会的害悪の減少ないし消滅

のために,自 然法則の遵守を内容 とす る改革を目ざすの

は自明である.自 然法則の遵守とは,彼 によれば,身 体

の全器官,つ ま り 「栄養 と運動の器官 と同様,心 を明示

するのにより直接役立つ あの器官一脳 ・神経組織一を完

全な状態」(325)におくことであった.彼 は自然法恥 と遺

伝法則 とを,社 会各層が子孫とコミュニテ ィのために従

うべ き倫理的生活規範 として理解していたと思われる.

ここでの彼に とっての問題は,こ れ ら仁法則の教義を社

会各層に理解させ,日 常生活で実施 させる方 法 で あ っ

た.彼 が採用 した方法は,両 法則に関する啓蒙的教授で

あった.彼 はその効果について,次 のよ うに楽観的にみ

ていた.自 然法則についての 「十分で完全な教授がすべ

ての青少年に与え られれば,と くに彼 らが自分の性質や

健康の法則を熟知 していれば」,社 会的害悪の多くは,

「急速に一掃されるであろう」(316)し,狂 人や白痴の

発生さえ予防できる(57).ま た遺伝法&9を 知 る こ と

は,「人 類にとっても,個人 の幸福にとっても,遊 星支

配の法則を知ることよりも重要である」(329)と さえ彼

はのべる.

ところで,ハ ウが教授対象 として青少年を示す のは,

とくに社会下層の青少年を社会的害悪の予備軍とみてい

たか らであろ うが,彼 は社会全体(実 質的 には社会下層

レベル)に 対 しても,自 然法則の知識普及に賛意を表わ

した.生 理学の法則に関す る,よ り全般的な知識をコミ

ュニテ ィに紹介する州 当局の施策に対す る彼の賞讃がそ

れである(311).し か も社会 における自然法則の知識普

及は,彼 の重視する社会進歩 と密接な関係があると彼は

考えた.社 会 の急速な進歩は,「 一般人民に自分の健康

状態を自分で把握するよう教える手段 の成功によって近

くも遠 くもなる」(329)と 彼には思われたのである.

以上がハ ウによる第一の改革であるが,基本 的原因と

しての社会的経済的条件説か ら第二の改革が示され る.

この原因説は,社 会下層を自然法則背反に追いや る条件

としての貧困と無知および社会制度についての改革を導

きだすはずであった.従 って,よ り根本的な社会改革を

彼はめざすべきであった.

ハウが第二 の改革において提示 した改革構想を,社 会

下層の要求に対 し彼が どのように対応 したか をみていく

ことによって検討する.彼 は社会下層の要求に対 して,

基本的 には好意的に応 じたといえよう.こ の点は,後 に

ふれる社会上層とは全 く異っていた.彼 は,「 恵まれた

少数者は働 く多数者 を無視」(312)す ることを認めなか

った.ま た社会下層自身が自由,洗 練,知 識を必要ない

と感じた としてもそれ は,彼 らがその必要性を知 る機会

と手段がなかったか らにす ぎない と彼は考えた(309).

社会下層の要求 に対す る彼の見解を異体的にみよう.ま

ず経済的要求である.彼 らが自然法則に背反する基本的

原因の一つ として,彼 はすでに貧困をあげていた.従 っ

て,社 会下層の貧困か らの解放が,自 然法則遵守の基本

条件であることを彼は熟知 していた.実 際彼は,「 社会

的結合が生ず る利益に1対する分与」を,社 会下 層が要求

す ることを正当と認め,軽 蔑 または無視 され るべきでは

ないと主張 した(308).し か し彼 は,貧 困か らの解放に

ついてこれ以上言及 することはなか った.

ハ ウの基本的原因説に間接的に対応す るもの として,

社会下層の政治的要求に対する承認がある.彼 は,「 貧

しく,辛 抱 している階層に神の御 名において投票」し,

「自分の心が同 意するままに投票する」(310)の を認め

る.彼 は,社 会下層には少な くとも投票権を与え,そ の

18
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意味での政治参加を認め ようとした"し か し,彼 は投票

権の対象を これ以上拡大するのか否かについては何 もの

べていない.

社会下層の要求に対す るハウの承認は,重 要 な こ と

に 「恵み」 としてではな く 「権利」としてで あ っ た し

(311),そ れ も理論の問題としてよりも現実に承認する

という事実の問題としてであった(308).彼 は社会下層

の政治的権利 について も承認す る(308,327).し かし

社会改革を構想するうえで彼が強調す るのは,心 身の諸

側面の発達に必要な条件整備 および教育をうけることの

権利 である.彼 は社会下層に対 して,「 知的,道 徳的,

社会的可能性の この発達(あ らゆる能力,可 能性,情 愛

の発達)に 必要な時間 と手段を享受すること」を生得権

として認め(309),同 様の主張を繰返 した(317,327).

それだけでなく奴隷 に関連して,彼 は次のように断言し

た.「 精神的教化や訓練」は,「 あらゆる人間 が社会に

対 し要求する権利をもっている」(318)。 彼が教育の権

利 を重視 したのはなぜであろうか.こ こで教育 とは,自

然 と遣伝の両法則に関する啓蒙的教授ではな く,心 身の

諸側面にわたる発達を促すためのものであった.彼 は人

の生 きる鼠的を,「 あ らゆる能力,可 能性,そ して情愛

の発達であ り,神 が人の本質を満たすためにこの美しい

世界に貯え てきた全対象の享受」(308)と した.こ のよ

うな理想的入間像への到達には,「 心身の調和的訓練 と

発達」(322,下 線部 は原文大文字),す なわち彼の考え

る教育が必要 となるのは明 らかであった.こ れ は 何 よ

り,自 然法剛遵守の確実ないいかえに他な らず,長 期的

には社会的害悪 に対する正確な予防法となるのである.

そ こで彼は,改 革方法としての教育を次のように位置づ

けた.社 会的害悪を 「一掃する唯一の方法は,彼 らを知

的で有徳で楽 しむ人々へ と変 えることである」(309).

これが彼が教育の権利を重視 した理由である.こ のよう

に,社 会下層か らの経済,政 治,教 育への要求を基本的

には権利として承認す るとい うのが,彼 の第二の改革で

あった.

ここで第仁の改革に関連 して,社 会下層の要求に対す

る上層の態度はいかなるものであったのか,ハ ウの観点

か らふれ てお きたい.社 会上層である工場経営者 と奴隷

有所者の責任を彼が問 うのは,社 会支配看 としての彼 ら

だけでな く,彼 の社会的経済的条件説による社会的害悪

発生者 としての彼 らでもあった.し かし彼 らは,支 配者

・発生者 としての責任を自覚することなく,社 会 下層の

要求を認めないばか りか(310),彼 らに仕事を与えるこ

とで寄与 しているとさえ考えていた(319).ま た上層は

キ リス ト教徒であったが,こ のことによっても事態は全

く変わ らず,何 より彼 らの精神的指導を担っている教会

自体.説 教するばかりで実行されず(326),結 局は下層

に対 して忍耐の義務を繰返 し説教するばかり で あ った

(309).こ れが彼が判断した,社 会上層および教会の社

会下層の要求に対す る態度であった.

次にハ ウの社会改革構想における基本的立場を,彼 の

革命についての発言を手がか りに探 ってみたい.確 かに

彼は,革 命についての賛否を直接明示することはな く,

次のように定義するのみであった.「 カによって達成さ

れ る時革命とよばれ,平 隠にな しとげられ る時改良とよ

ばれる」(308)と.ま た社会上層の態度を非難 しつつ,

次のように革命発生の予測をのべ る場合 でも,そ こには

社会上層の無 自覚と無関心に対する警告的意味が読み と

れるだけである.社 会上層が 「富,安 楽,贅 沢な生活を

楽 しみ」,社 会下層を 「無知,貧 困,そ して悲惨のまま

に働くに任せておく限りは,今 後 も革命がおこるであろ

う」(308)と.と ころで社会的書悪に対する彼の危機意

識のなかで最大の懸念 は,社 会的害悪 の社会下層への拡

大であった.し か しその場合,彼 が恐れていたのは彼 ら

の単なる拡大ではないし,ま た社会における漠然とした

無秩序ではなかろう.社 会的害悪の拡大によって生ずる

社会混乱が革命を誘発することこそ,彼 が真に脅威を感

じたことではなかろ うか.こ の脅威感と,彼 の社会改革

における主要な方法としての教育の提示"あ るいは社会

各層が肩一社会で生活する社会単一体と社会進 歩 の強

調,そ して秩序と調和の重視(309)を 併せみ る時,彼

が社会改革を実現する基本的立場は革命ではなく.改 良

であることはまず確実 であろう.彼 が最良の社会形態と

みなす彼 の民主主義観を一瞥すれば,彼 の改良主義の選

択は一層明 らか であろう.彼 によれば,民 主主義社会で

はあらゆる政治的,法 律的区別が廃止され,身 分的差別

もない.し かし社会上層については,彼 らの 「富や立派

な社会的地位を動かす ことな く,所 有す るままにしてお

く」のである(310).改 良主義の選択によって,社 会改

革の実現過程において彼が望んだのは,次 のことであろ

う.社 会下層の諸要求を承認 し,教 育を普及することに

よって,社 会下層を革命に走 らせ ることな く,同 時に社

会 は,単 一性と秩序 ・調和を保 ち,そ の結果,社 会混乱

は解消され,社 会進歩が実現される.

ハウにおける改良主義選択に関わって重要なのは,改

革の担い手として中産層を選定することを,彼 が自覚し

たことであると思 われ る、社会上層はすでに,担 い手と

しては失格 であ った。彼が担い手 として選 ん だ の は,

「より知的 で,よ り富裕な階層」(312)で あ り,知 的な有

徳著であった(331).「 人類の指導層である真の貴族」
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(325～6)で ある彼 らこそ,彼 の社会的轡悪発生論を理

解する知性を もち,社 会的害悪が人類に及 ぼす影響,究

極的には人類の運命を懸念するほど有徳であり,さ らに

改革活動に専念できるほど経済的余裕があ り,し か も社

会制度の関係者ではなかったのである.彼 の求めた担い

手 こそ,典 型的な中産層であった といってよい.ハ ウの

人道主義的改革に対する従来の理解は,彼 の改革におけ

る運動主体 を中産層であると指摘するのみであって,改

革がもつ中産層にとっての利害関係を,彼 がどう考 えて

いたのかを問うことはなかった.し かし彼は中産層を担

い手とするために,中 産層および社会上層が鮭会下層の

脅威に直面 してい る現実を認識させ ることを も意 図 し

て,こ こであか らさまに 「私欲」を導入 した.「 われわ

れ に不幸な人や無力な人の保護を命ず るのは,た だに慈

悲心や宗教のみならず,私 欲 もその命令に入 ってきて繰

返すのである」(308).彼 は社会上層を含め中産層に対

して,現 在の社会的地位や財産の維持をまず 正 当化 し

(310),同 時にそれ らが社会下層の脅威にさらされは じ

めてい る現実を認識 させることによって,担 い手として

の 自覚 と改革 のための活動を中産層に期待 した の で あ

る.「 私欲」は,上 述 した彼の社会改革 にとって,説 得

の論理であると同時に本音でもあった.だ が 「私欲」の

論理は後 にふれ るように,ハ ウに1特有なものではな く,

当崎の改良主義的改革者に は共通していたと思われる.

Vハ ウ の社会 改革 構想 の意 義

ハウの社会改革構想の全体像が明 らかにさ れ た段 階

で,最 後に次の三点について彼 の社会改革構想の意義を

考察 したい.1.ハ ウの社会改革構想の内容に対する評

価.2.彼 の社会改革構想における白痴学校設立計画の

位 置づけ.3.19世 紀 中葉アメ リカの改革論における彼

の社会改革構想の位置づけ.

第一に,ハ ウの社会改革構想の内容に関する評価をと

りあげる。従来の研究では,白 痴学校設立を具体的 目標

とする彼の白痴処遇改善運動が,人 道主義的社会改革の

一環であることは認めなが らも,彼 の改革 に関する内容

的検討に立ち入 ることはなかった.ま た白痴の発生原因

として自然法則背反は指摘されたし,彼 が貧困 と無知を

もたらす社会制度に批判的であったことも知 られ て き

た.し かし,彼 の二つの発生原園説が彼の社会改革構想

といかなる関係があるかについては検討 されなか った.

彼の構想では,彼 の白痴 ・社会的害悪発生原因説にほぼ

対応して改革課題 と方法が示 された。第一の自然法則背

反 ・遺伝説か らは自然法則 と遺伝法則に関す る啓蒙的教

授が,第 二の社会的経済的条件説か らは経済"政 治 ・教

育的権利の承認があげ られた.第 一の原因説 およびそれ

に基づ く改革策は,社 会状況 と白痴の実態 との関係を彼

はよく認識 して追求 されたので説得力があった.し かし

改革構想全体のなかで改革 を実現す るために最も基本的

な彼の課題は,社 会下層を貧困か ら解放す ること,お よ

び工場制 ・奴隷制の改革であった.こ れ らが最 も基本的

な彼の課題 であるという意味は,そ れが調和的発達のた

めの教育や無知か らの解放,そ して社会制度の改善など
 は

他の改革策 の前提 となるだ けでなく,彼 の改革が社会改

革 たりうるためにである.

しか しハウは社会下層の貧困原因を明確に理解 しなが

らも,貧 困か らの解放プ ログラムを極めてあいまいにし

た ままであった.彼 は社会制度,と くに工場制 と奴隷制

についてもその問題性は正確 に指摘す るが,そ の解決策

を殆んど示さなか った.こ のあいまいさは,二 つの制度

の所有者 である社会上層に対する態度に も現 わ れ て お

り,彼 は社会上層を非難す るが,革 命発生を警告す るこ

とによって彼 らの自覚を待つのみである.そ の反面,彼

は投票権の対象を社会下層 までとし,社 会的害悪をその

範 囲に含めていないようである.

ハウにおける真の改革対象は,社 会的害悪を発生させ

る社会的経済的条件の解消 であ り,社 会的害悪は当函の

改革対象であったはずである.し か し貧困という基本的

課題に対する改革では原則論が示 されるにすぎないとす

ると,他 方で彼が強謁 していた教育による社会改革が自

ず と重視されて くる.確 かに彼の教育論は,人 道主義者

のそれとして十分評価に職えるものであったし,理 想的

人間像への教育 による到達論は,社 会的害悪の消滅策 と

いう目標に対す る,よ り現実的手段として理解できる.

しか もマサ チューセッツ州は,コ モ ンスクールが比較的

普及 していたか ら,彼 の教育による改革 は空想的計画と

はいえなか った.し か しなが ら,第 仁の改革策における

無知か らの解放 と彼の教育論を一体化 してみる時,彼 が

いかなる教育 内容を描いたのか疑問が残る.と いうのは

彼の教育論には,社 会下層の生活を規制 して い る諸 条

件,と くに貧困と工場制 ・奴隷制を認識 させるという観

点が見出せないか らである.従 って,彼 の社会改革 にお

ける主要な方法としての教育は,自 然法則と遺伝法則に

ついて社会下層の無知を啓蒙す る側面のみの強調に陥る

危険があったのである.彼 の社会改革構想について彼が

提示す る改革案を実体的に整合していけば,彼 において

実現されるはずの社会は,上 層対下層の鋭い対立 のない

融和的社会であり,上 層と中産層の勢力が温存され,中

産層を指導者とする新秩序によって支配され る社会にな

るだろう.し か し,貧困 と工場制 ・奴隷制に対す る彼の
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不鮮明な改革策は,理 想社会を実現するうえでの彼 の社

会改革構想におけるアキレス腱となることが理解され る

のである.

ハ ウの社会改革構想の意義に関して第二に,彼 の白痴

学校設立計画は,社 会改革構想にどのように位置 づける

ことができるであろうか.白 痴学校の設立計画は,先 行

研究が主張して きたように人道主義者ハウの障害者 ・社

会弱番に対す る処遇改善 の一環,あ るいは重度な障害児

を教育によって救済す るという意味で,処 遇改善の頂点

に位置す るのであろうか.彼 が 白痴処遇改善の方法 とし

て教育 を採用し,そ のための専 門施設 として学校 の設立

を計画したのは,従 来 の評価である,教 育による白痴に

おける発達の実現を彼が期待したか らだけではない。彼

が重度 な障害をもった白痴に対 し,教 育 と学校を重視し

たのは,彼 の社会改革構想における白痴に対す る位置づ

けおよび教育的改革方法の強調と無縁ではない.学 校に

お ける白痴教育 に薄する彼の意図は,次 の点にあると思

われ る.第 一に,人 間 として最低の状態にある白痴を学

校 で系統的に教育す ることによって,白 痴は心身 ともに

健全な発達を獲得し,一 部 の白痴 は自活す る.こ れは自

然法則皆反説 と改革 における教育的方法の正 しさを立証

す ることになる.第 二に,白 痴学校の教育は,長 期的に

は白痴における欠陥ある心身の遺伝を減少 させる.こ れ

は彼の遺伝法則 説の正 しさを立証す ることになる.要 す

るに,社 会的害悪の典型 ・象徴 としての白痴の学校教育

によって彼 が実証 しようとしたのは,彼 の社会的害悪論

の妥 当性 と社会改革 の主要方法 としての教育の有効性,

す なわち彼 の社会改革構想その ものの妥当性であった.

この実証のあとで,彼 は社会的害悪お よび社会下層に教

育的改革方法を適用す ることによって,階 層対立による

社会的混乱を防止 し,か つ社会進歩 を自ざそ うとしたと

思 われ る.こ のような考え方は,こ れ以前の彼の障害児

教育論 では殆んど示され ることはなか ったが,48年 白痴

論において,一 層体系的にそして最も鮮明に示 されたの

である.以 上の理由か ら,ハ ウの白痴学校 は,彼 の社会

改革活動における単なる一環でも頂点 でもな く,19世 紀

中葉 における社会的緊張を背景とし,そ れを教育によっ

て解消す るための彼の改良主義的社会改革構想のモデル

であったといえるのである.第 三の問題は,ハ ウの社会

改革構想を世紀中葉のアメリカ社会改革論に1どのように

位置づ けるかである.19世 紀初頭以降のアメ リカ資本主

義は,著 しい発展 と同時に諸々の矛盾 を社会的に生産 し

た.こ れをアメ リカ発展の危機とみなし,ま た独自の社

会的役割 を見出そ うとす る中産層を中心 に多様な社会改

革運動 が生 じた.い わゆる改革の時代 である.こ の改革

運動の前提には,個人 の可能性に対す る考え方の根本的

変化があった.自 由な個人 という新しい見方が生まれ,

それを妨 げる社会諸制度に対する批判が加えられたので

ある.ま た改革の方法 として全般的に教育が重視された

といわれ る16).中 産層 ・社会上層に対す る 「私欲」の論

理も,19世 紀中葉の社会状況に対す る危機意識が強 まる

につれ導入されて くる(た とえば,ホ レース マン(Ho

race Mann 1796～1859)の 教育論に典型的であるが,

「私欲」は社会上層に対する説得の論理 として展開され

る).改 革論におけるこのような全般的特徴や改革論の

背景については,ハ ウの改革構想について もほぼ適用で

きよ う.従 って,彼 の改革構想は,改 革 の時代に現われ

た改革論の一部,と くに新しい タイプの専門的改革者19)

によるそれとい うことができる.

ところで彼が,改 革方法 として教有を重視 したのはい

かなる事情か らであろうか.一 つには彼自身,盲 児と盲

聾唖児に対する教育経験との関連はあろうが,何 よリマ

ンか らの影響が強いと思われる.ハ ウは ブラウン大学で

マンの後輩で教授をうけたことがあ り,ま た個人的にも

親しく監獄や狂人処遇の改善運動においても共同歩調を

とることが多か った.さ らにハウはマンのコ モ ン ス ク

ール運動を,マ ンはハウの白痴学校設 立運動 を 支 援 し

た20).マ ンは当時の社会状況に危機感を抱いていたが,

彼は教育を政治的改革の代替 とみな して,階 層間の争い

を解消 し社会の平衡機能を達成 しようとした21).早 くか

ら教育による社会改革を主張 してきたマンが,時 代状況

に対す る共通の危機意識を媒介にしてハウに影響を与え

た と思われる。19世 紀中葉のアメリカ改革論における,

ハ ウの社会改革構想の独 自性をあげれば,教 育による社

会改革 の方法を 白痴学校 に具体的に適用し,現 実化 した

点,骨 相学の教義に基づいて白痴 と社会的害悪の発生原

因を解明した点,中 産層を担い手とする融和的社会を目

ざした点 にある.ま た彼の構想には,現 実的部分と観念

的 ・空想的部分,あ るいは リベ ラルな面 と保守的な面の

混淆がみ られるが,こ れがどのように機能するかは,こ

の時期以降の彼 の社会活動,と くに60年代の癖慈善委員

会(the board of state charities)の 長としての活動で

明瞭に示されると思われ る.

最後に,従 来では人道主義的,博 愛的と称され るのみ

であったハ ウの白痴処遇改善運動の実体を要約 したい.

正9世紀中葉 アメ リカの社会状況に リアルな危機意識を抱

き,白 痴を社会的害悪の典型とみていた彼にとって白痴

学校 は,彼 の社会的害悪論の妥当性と教育的改革方法の

有効性を実証するためのモデルであった.彼 は,経 済 ・

政治 ・教育の権利を社会下層に認め,と くに心身の調和
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的 な 教育 を 実現 す るこ とに よ って,改 良 主 義 と中産 層 に

支 え られ,ま た単 一体,秩 序.調 和,そ して進 歩 の 諸条

件 を備 え た社 会形 成 を 目ざ した の であ る.ま た 白痴 の教

育 を うけ る権 利 論 につ い て も,彼 の 構想 にお け る最 も基

本 的 な方 法 として の教 育 お よび そ の権利 との 関連 を指 摘

して お きた い.
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